
　　　　　　及び建築設備定期点検業務委託仕様書　　　

１．業務名　

　　　長崎港元船・常盤・松が枝・小ヶ倉・福田地区建築設備定期点検業務

２．業務場所　

　　　長崎市元船町、常盤町、松が枝町、小ヶ倉町、福田本町

３．履行期間　

　　　契約日から令和８年３月２３日（月）まで

４．点検建築物棟の概要

（１）建物名称　長崎港ターミナルビル（建築物及び建築設備の点検）

　　　　所　在　地　　　長崎市元船町１４番４号

　　　　延べ床面積　　　５，６４５．１２㎡

        用　　　途　　　複合用途

　　　　建築設備　　　　火気換気扇　　　　　９箇所

　　　　　　　　　　　　非常用照明　　　１１３箇所　ほか

（２）建物名称　元船Ｃ棟上屋（建築物及び建築設備の点検）

　　　　所　在　地　　　長崎市元船町１４番３８号

　　　　延べ床面積　　　１０，２０１．１８㎡

        用　　　途　　　倉庫

　　　　建築設備　　　　火気換気扇　　　　　３箇所

　　　　　　　　　　　　非常用照明　　　　４５箇所　ほか

（３）建物名称　水辺の森公園レストラン（建築物及び建築設備の点検）

　　　　所　在　地　　　長崎市常磐町

　　　　延べ床面積　　　２５７．４３㎡

        用　　　途　　　料理店

　　　　建築設備　　　　火気換気扇　　　　　５箇所

　　　　　　　　　　　　非常用照明　　　　　３箇所　ほか

（４）建物名称　長崎サンセットマリーナクラブハウス（建築物及び建築設備の点検）

　　　　所　在　地　　　長崎市福田本町１８９２

　　　　延べ床面積　　　２，１７０．００㎡

        用　　　途　　　複合建築物

　　　　建築設備　　　　火気換気扇　　　　　５箇所

　　　　　　　　　　　　非常用照明　　　　９４箇所　ほか

（５）建物名称　小ヶ倉柳地区ＣＦＳ６号上屋（建築物及び建築設備の点検）

　　　　所　在　地　　　長崎市小ヶ倉３丁目７６－９４ほか

　　　　延べ床面積　　　５，０５６㎡

        用　　　途　　　倉庫

　　　　建築設備　　　　火気換気扇　　　　　０箇所

　　　　　　　　　　　　非常用照明　　　　　０箇所　ほか

　　　　　　長崎港元船・常盤・松が枝・小ヶ倉・福田地区建築物



（６）建物名称　小ヶ倉１号上屋（建築設備のみの点検）

　　　　所　在　地　　　長崎市小ヶ倉３丁目７６－１０９

　　　　延べ床面積　　　１，８５０．４１㎡

        用　　　途　　　倉庫

　　　　建築設備　　　　火気換気扇　　　　　０箇所

　　　　　　　　　　　　非常用照明　　　　　０箇所　ほか

（７）建物名称　小ヶ倉荷捌上屋（建築設備のみの点検）

　　　　所　在　地　　　長崎市小ヶ倉３丁目７６－１０６

　　　　延べ床面積　　　４５０㎡

        用　　　途　　　倉庫

　　　　建築設備　　　　火気換気扇　　　　　０箇所

　　　　　　　　　　　　非常用照明　　　　　０箇所　ほか

（８）建物名称　小ヶ倉３号上屋（建築設備のみの点検）

　　　　所　在　地　　　長崎市小ヶ倉３丁目７６－１０６

　　　　延べ床面積　　　１，００６㎡

        用　　　途　　　倉庫

　　　　建築設備　　　　火気換気扇　　　　　０箇所

　　　　　　　　　　　　非常用照明　　　　　０箇所　ほか

（９）建物名称　小ヶ倉コンテナ用荷捌上屋（建築設備のみの点検）

　　　　所　在　地　　　長崎市小ヶ倉３丁目７６－１０６

　　　　延べ床面積　　　２，７６０．６０㎡

        用　　　途　　　倉庫

　　　　建築設備　　　　火気換気扇　　　　　０箇所

　　　　　　　　　　　　非常用照明　　　１２箇所　ほか

（１０）建物名称　常盤ターミナルビル（建築設備のみの点検）

　　　　所　在　地　　　長崎市常盤町

　　　　延べ床面積　　　４１２．４３㎡

        用　　　途　　　ターミナル

　　　　建築設備　　　　火気換気扇　　　　　１箇所

　　　　　　　　　　　　非常用照明　　　　　０箇所　ほか

（１１）建物名称　元船Ｂ棟上屋（建築設備のみの点検）

　　　　所　在　地　　　長崎市元船町１４番３８号

　　　　延べ床面積　　　１，８００．００㎡

        用　　　途　　　事務所、倉庫

　　　　建築設備　　　　火気換気扇　　　　　６箇所

　　　　　　　　　　　　非常用照明　　　　１５箇所　ほか

（１２）建物名称　小ヶ倉柳ターミナル（建築設備のみの点検）

　　　　所　在　地　　　長崎市小ヶ倉３丁目７６－１０７

　　　　延べ床面積　　　１，６９２．００㎡

        用　　　途　　　ターミナル

　　　　建築設備　　　　火気換気扇　　　　　０箇所

　　　　　　　　　　　　非常用照明　　　　４７箇所　ほか



（１３）建物名称　小ヶ倉柳地区ＣＦＳ７号上屋（建築設備のみの点検）

　　　　所　在　地　　　長崎市小ヶ倉３丁目７６－１４５

　　　　延べ床面積　　　３，０８８．２９㎡

        用　　　途　　　倉庫

　　　　建築設備　　　　火気換気扇　　　　　４箇所

　　　　　　　　　　　　非常用照明　　　　７４箇所　ほか

（１４）建物名称　松が枝国際ターミナルビル（建築設備のみの点検）

　　　　所　在　地　　　長崎市松が枝町５３番１及び３

　　　　延べ床面積　　　１、９９７．３５㎡

        用　　　途　　　ターミナル

　　　　建築設備　　　　火気換気扇　　　　　１箇所

　　　　　　　　　　　　非常用照明　　　　３１箇所　ほか

（１５）建物名称　松が枝国際ターミナル第２ビル（建築設備のみの点検）

　　　　所　在　地　　　長崎市松が枝町５３番１及び３

　　　　延べ床面積　　　１，９７１．００㎡

        用　　　途　　　ターミナル

　　　　建築設備　　　　火気換気扇　　　　　０箇所

　　　　　　　　　　　　非常用照明　　　　４３箇所　ほか

５．点検項目

（１）建築物の点検

　　　建築基準法（昭和25年法律第201号）及び関係法令並びに建築物点検マニュアル（国土

　　　交通省大臣官房官庁営繕部）に基づき点検を実施する。

　　　但し、外壁の打診検査は実施しない。

（２）建築設備の点検

　　ア　建築基準法（昭和25年法律第201号）及び関係法令並びに建築物点検マニュアル（国土

　　　　交通省大臣官房官庁営繕部）に基づき点検を実施する。

　　イ　非常照明設備は外観及び点灯の確認のみで照度測定は省略する。

（３）特殊な設備の点検

　　ア　消防法第１７条の３の３の規定に基づく消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検は省

　　　略する。

　　イ　エレベーターの点検は省略する。

　　ウ　建築物における衛生的環境の確保に関する法律第４条の規定に基づく、空気調和設備及

　　　び機械換気設備並びに給水及び排水設備の点検は省略する。

　　エ　水道法第３４条の２の規定に基づく、簡易専用水道の点検は省略する。

　　オ　電気事業法第４２条の規定に基づく、事業用電気工作物の点検は省略する。

　　カ　ガス事業法第４０条の２の規定に基づく、ガス湯沸器並びに排気筒及び排気筒に接続さ　

　　　れている換気扇について、消費機器の技術上の基準に適合しているかの点検は実施する。

６．点検業務

（１）点検作業日時は各入居者と調整を行うこととし、事前に工程表を提出して、監督員の許可

　　を受けること。

（２）以下に示す部分等で点検が困難なものにあっては、点検を省略することができるものとす

 　 るが、当該部分の状況から判断して不良の状態にあると認められる場合は、不良の状態を記



　　録し監督員に報告すること。

　　ア　被覆材で覆われているはり、柱などの構造部

　　イ　点検口のない天井裏または容易に出入りできる点検口のない床下にあるもの

　　ウ　運転を停止しなければ点検できない機器で、停止させることが極めて困難なもの

　　エ　地中又はコンクリート等の中に埋設されているもの

　　オ　目視では点検が困難である足場のない外壁面、給排気塔、煙突など

　　カ　屋外排水設備のます等で水中に没している部分

　　キ　その他物理的理由又は安全上の理由などから点検を行うことが困難な場所

（３）点検者名簿提出

　　　受託者は、点検者の氏名、資格証書の写しを提出すること。

（４）点検に使用する測定器等は、校正有効期限（１年）内であること。

７．報告

（１）点検終了後は、別紙第１「点検記録（総括表）」及び別紙第２「点検マニュアルチェック　　　

　　シート」に結果内容を記録して、監督員に提出のうえ検査を受けること

（２）別紙第３「点検マニュアルチェックシート（別紙）」に該当する場合は、結果内容を記録       

　　して、図面、写真等を添付して提出のうえ監督員の検査を受けること。

　　　提出する図面には、チェックシート番号を記入して、チェックシート番号と写真番号は番

　　号を一致させること。

　　　提出する写真には、別紙第３「点検マニュアルチェックシート（別紙）」の異常の内容及

　　び備考（対処内容）を記入すること。

（３）点検により、重大な異常を発見した場合はそのつど監督員に報告すること。

（４）報告書は、書面１部、ＣＤ（図面貸与ＣＤに焼き付け）１枚を提出する。

５　関連文書

（１）国土交通省告示第１５号（Ｈ２１．１．７）

（２）国住指第２号（建築基準法施行規則の一部改正等の施行について　Ｈ２０．４．１）

（３）建築物点検マニュアル（国土交通省大臣官房官庁営繕部計画課）

６　貸与文書

（１）平成１９年度建築物定期点検報告書

（２）庁舎図面は受注後電子データー（ＪＷ－ＣＡＤ）をＣＤ－ＲＯＭで貸与する。



別紙第１

点検完成年月日
点検対象
法定点検対象分類
点検者（組織名）
点検者の資格区分

建物名称（棟名） 棟番号 　
建物構造 建物階数
建物延べ面積 竣工年月日 　
備考

今回 支障の 点検実施方法
建 昇 設 他 対象 有無 （他点検代替等）

※分類
建：
昇：
設：
他：

基礎

点検対象部位及び点検結果

点検対象部位項目
分類（※）

有無 支障の場所・内容等 備考

制振装置

点検基礎情報

建物基本情報

以下点検マニュアルチェックシートの項目

点検記録（総括表）



別紙第２「点検マニュアルチェックシート」

点検マニュアルチェックシート（建築物）又は（建築設備）ＥＸＣＥＬ版による。



点検マニュアルチェックシート（別紙）
別紙第３

チェックシート

番号
場　　　　所 異　常　の　内　容　・　気　づ　い　た　点 備考（対処内容）

1

2


